
 

ローカルフード活用食育促進プロジェクト運営事業業務委託仕様書 

 

 

 本仕様書は、栃木県（以下「県」という。）が発注するローカルフード活用食育促進プロジェ

クト運営事業の業務を受託する者（以下「受託者」という。）の業務について、必要な事項を定

めるものである。 

 

１ 業務名 

ローカルフード活用食育促進プロジェクト運営事業業務(以下「本業務」という。）  

 

２ 契約期間   

  契約日から令和６（2024）年３月 15 日（金）まで 

 

３ 本業務の目的 

  本県の農畜水産物（以下、「農産物等」という。）を有効活用し、食や農業を取り巻く地域

社会の課題解決に資する商品開発や消費者行動変容に結びつけるビジネスモデルの創出に向

けて、多様な事業者から構成するプラットフォームを形成した上で、商品提案やプロモーショ

ン手法等の具体化を進めていく事業「ローカルフードプロジェクト（以下「とちぎＬＦＰ」と

いう。）」において、その効果的かつ効率的な事業運営を行うことを目的とする。 

  なお、本業務は、「地域食品産業連携プロジェクト推進事業補助金交付等要綱（令和３年３

月 29 日付２食産第 6806 号農林水産省事務次官依命通知）」（以下「ＬＦＰ事業要綱」という。）

に基づき実施するものとする。※ＬＦＰ事業については、別添「事業の概要（ＬＦＰ）」を参

照のこと。 

 

４ 本業務の内容 

  本業務は、とちぎＬＦＰにおける段階的な検討の場（以下「とちぎＬＦＰプラットフォーム」

という。）の運営と、それらを踏まえたローカルフードビジネスの企画提案への誘導を行い、

その具体化に取り組む事業主体に対して適切なサポートを実施し、事業終了後の本格実装に結

び付けるまでの一連の業務を担う事務局（以下「とちぎＬＦＰ事務局」という。）の運営業務

について、以下のとおり行うものとする。 

 

（１）事務局運営体制の構築 

ア 事務管理責任者を１名以上置くこと。 

イ 国がＬＦＰ事業要綱に基づき設置するローカルフードプロジェクト中央事務局（以下「Ｌ

ＦＰ中央事務局」という。）の連絡担当者及び専属コーディネーター等との連携体制を

構築すること。また、本業務にかかる独自の専門家等の招聘にあたっては、ＬＦＰ中央

事務局と協議の上で効果的な招聘を調整すること。 

ウ 本事業の実施にあたっては、県との調整を密に行うこと。 

エ 本事業に関する各種問い合わせに対応し、事務局で判断が困難な場合等においては、速

やかに県と協議の上で対応を判断すること。 

オ 事務局専用の電話番号及びメールアドレスを設定すること。 



カ 事務局運営を行うための必要なスタッフを確保すること。 

キ 本事業で入手した機密情報等の適切な取り扱いを行うこと。また、事業に関わる者にお

いても同様に適切な情報管理を依頼すること。 

 

（２）本業務の成果目標  

   本業務は、以下のア及びウに掲げる戦略に有効なローカルフードビジネスを創出し、令和

６（2024）年度から実装可能な新商品の開発と販路の見極めを成果目標とすること。なお、

ア及びイに係る新商品は複数商品を可能とする。 

 

ア 当該新商品を通じて県産農産物等の県内消費拡大に資すること 

  イ 当該新商品を通じて食料安定供給や持続的健康づくりに対する消費者理解が醸成され

ること 

  ウ 当該新商品を通じて新しいバリューチェーン上の連携が形成されること 

 

（３）ローカルフードプロジェクトパートナー（以下「ＬＦＰパ―トナー」という。）の掘り起

こし 

以下のいずれかに該当する事業者をＬＦＰパートナーとして、とちぎＬＦＰプラットフォ

ームに参画させること。なお、令和４年度とちぎＬＦＰパートナーについては、可能な限り

継続参画を促すこと。 

ア 加工・製造の技術に知識があり、効果的な製造工程等に助言が可能な者 

イ 本県産農産物等に着目した商品開発へ企画提案が可能な者 

ウ 販路開拓への助言やコーディネートが可能な者 

エ 社会・国際情勢等に応じた競争力の高い商品への企画提案が可能な者 

オ 商品化にあたって、２次加工の連携先となる可能性のある者 

カ 商品化後に流通や販売における連携先となる可能性のある者 

キ 開発商品の効果的な宣伝・広告について提案を行い、又は連携先となる可能性のある者 

ク 食育や健康づくりに関しての助言・提案が可能な者 

ケ その他、県が特に必要と認めた者 

 

（４）とちぎＬＦＰ説明会の開催 

  ＬＦＰの意義と事業内容について解説し、これに賛同・協力いただく事業者等の参画を促す

とともに、消費者団体等への理解醸成の一助となるよう説明会を開催すること。 

 

（５）とちぎＬＦＰ研修会（第１回）の開催 

  ＬＦＰ中央事務局からの専門家派遣により、ＬＦＰパートナーを対象としてローカルフード 

ビジネスの理解促進や各種情報の提供を行う研修会を開催すること。 

 

（６）とちぎＬＦＰワークショップの開催 

 （５）のとちぎＬＦＰ研修会を通じて共有された情報等を基に、ＬＦＰパートナー同士がア 

イデアを持ち寄り、具体的な企画提案を実施するワークショップを開催すること。 

  

 



（７）とちぎＬＦＰ研修会（第２回）の開催 

  社会的課題をDXにより解決する手法等を共有し、令和６年度以降のとちぎＬＦＰのデジタル化

による仕組みづくりに向けて検討する研修会を１２月末までに開催すること。 

 

 

（８）とちぎＬＦＰ戦略会議の開催 

 ア ローカルフードビジネスを決定し、その基本構想や事業終了後までを含めた取組のスケ

ジュール、役割分担、経費等の計画の検討を行う戦略会議を９月末までに開催すること。 

イ とちぎＬＦＰを通じて得られた分析データ等やローカルフードビジネスの成果及び令和

６年度以降のとちぎＬＦＰにおける仕組みの提案等を共有し、事業終了後の発展方向を検討

するため、成果報告会を３月までに開催すること。 

 

（９）ローカルフードビジネスへの支援 

ア 本業務によるローカルフードビジネスが着実に実施されるよう、ＬＦＰ中央事務局と連

携しながら、必要な助言・指導を行うこと。 

イ ローカルフードビジネスによる新商品及び既存商品の販路開拓においては、ネットワー

ク形成や効果的な商談等へ誘導するなどにより、国内外への早期販路構築が可能となる

よう支援すること。 

ウ 消費者や実需者の評価を行う効果的な手法を提案し、事業期間内に商品企画改善等が速

やかに図れるよう支援すること。 

 

５ 実施計画書及び実施報告書の提出 

  県に対して、実施計画書等を次のとおり提出すること。 

ア 事業計画書 

     次に掲げる事項を記載した事業計画書を作成し、契約後１週間以内に提出すること。 

① 事務局の組織体制（４の（１）を踏まえて記載） 

② 運営計画（４の（３）から（８）の事項ごとに記載） 

 イ 実施報告書 

４の（３）から（８）の事項ごとに、実施内容及び経費を記載した実施報告 

書を作成し、実施した翌月末までに提出すること（任意様式）。 

なお、上記の事項以外に、県から求められた場合には、随時、報告書を作成し提出 

すること。 

 

６ 成果報告 

４の（１）から（９）の事項に関し、業務完了報告書（任意様式）を取りまとめ、令和６

（2024）年３月 22 日（金）までに県に２部提出すること。 

  なお、電子データ（ＰＤＦファイル）についても提出すること。 
 

７ 委託料の支払い 

委託料は、一部、概算払を可能とする。なお、委託料の精算方法については、委託契約書 

でこれを定めるものとする。 

 



 

８ 著作権の帰属、使用 

  本業務の実施により生じた著作権及び使用権その他権利は、全て県に帰属する。 

 

９ 再委託の禁止 

  本業務の全てを第三者に委託してはならない。また、一部を再委託する場合においては、県と

事前に協議するものとする。 

   

10 その他 
（１） 本業務の推進のため、農業団体等の協力が必要な場合には、あらかじめ県に予告した

上で、農業団体等と十分調整を図り、実施すること。 

（２） 本業務の委託を行うにあたって取り扱う個人情報は、栃木県個人情報保護条例（平成

13 年条例第３号）に基づいて取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他

個人情報の保護に努めるものとする。 

（３） 本仕様書に定めのない事項又は業務上の疑義が生じた場合は、両者が協議により業務を

進めるものとする。 

（４） 本仕様書の内容については、採用案決定後、県との協議により委託料の範囲内で内容を

変更する場合がある。 

  






